
議案第１５号 

 

   平成２1 年度狭山市下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 

 平成２1 年度狭山市下水道事業特別会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４２，５４０千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

 ４，４６６，３０２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算 

 補正」による。 

 （繰越明許費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、 

「第２表 繰越明許費」による。 

 

 

 

 

 



第１表 歳入歳出予算補正 

 歳 入                                                 （単位 千円） 

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計 

    １，７９２，０７１    △５０，０００    １，７４２，０７１ ２ 使用料及び手数料 

１ 使 用 料    １，７９１，１９５ △５０，０００    １，７４１，１９５ 

 １５０         ４６０           ６１０ ４ 財 産 収 入 

１ 財 産 運 用 収 入          １５０         ４６０          ６１０ 

        ４，０００      ７，０００       １１，０００ ５ 寄 附 金 

１ 寄 附 金        ４，０００      ７，０００       １１，０００ 

歳   入   合   計    ４，５０８，８４２    △４２，５４０    ４，４６６，３０２ 

 

 歳 出                                                 （単位 千円） 

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計 

    １，０４０，５２８    △１４，４６６    １，０２６，０６２ １ 下 水 道 管 理 費 

１ 維 持 管 理 費    １，０４０，５２８    △１４，４６６    １，０２６，０６２ 

    １，９２０，３５８    △３３，０００    １，８８７，３５８ 

１ 下 水 道 建 設 費    １，８５６，３５８    △２０，０００    １，８３６，３５８ 

２ 建 設 改 良 費 

２ 下 水 道 改 良 費       ６４，０００    △１３，０００       ５１，０００ 

    １，４７３，９９１    △１１，３０１    １，４６２，６９０ ４ 公 債 費 

１ 公 債 費    １，４７３，９９１    △１１，３０１    １，４６２，６９０ 



          １５０     １６，２２７       １６，３７７ ５ 諸 支 出 金 

１ 基 金 積 立 金          １５０     １６，２２７       １６，３７７ 

歳   出   合   計    ４，５０８，８４２    △４２，５４０    ４，４６６，３０２ 

 

第２表 繰越明許費                                            （単位 千円） 

款 項 事     業     名 金   額 

２ 建 設 改 良 費 １ 下 水 道 建 設 費 市街化調整区域汚水管渠整備事業       ９２，２００ 

 

 

  平成２２年２月２４日提出 

 

          狭山市長 仲 川 幸 成 

 


